
銭
。

一
り
州
大
、
延
俊
こ
百
十

『

家

。

一

周

五

年

四

且

二

日

夜

五

，

時

車

町

よ

り

川

火

、

延

焼

同
九
年
四
月
十
H
m
u
七
，
時
過
m
抗
野
寺
町
梓
阿
国
寺
よ

一
同
年
六
月
十
二
日
迦
七
ヲ
時
大
衆
免
石
腿
小
節
よ
h
一
二
百
家
。

b
m
火
‘
均
十
「
日
山
凶
v
時
前
に
誤
っ
て
銃
火
L
一
川
火
、
延
焼
川
h
J
l

一
家
。

一
同
六
年
四
月
十
七
日
強
九
q

牢
時
m
町
よ
り
出
火
、

た
。
そ
の
焼
失
し
た
も
の
は
、
合
開
域
内
殿
山
町
外
、
同
年
七
月
九
日
夜
九
ッ時
金
保
川
妙
惚
寺
よ
り
川
火
、
延
焼
二
円
十
八
家
。

士
山
川
内
郎
宅
一
此
古
川
八
家
。
死
ν
H
H
六
人
サ
ゲ
川
し
延
焼
出
，
H
九

十

六

家

。

(

H

一

一

〉

安

政

の

火

災

l
安
政
二
年
十
一
且
十
六
日
内
む

た

。

同

九

年

二

一

月

十
九
日
白
川
川
口
説
寺
前
よ
り
出

火

、

六
。昨

夜
本
願
寺
別
院
よ
り
出
火
、
延
焼一
向
二
家
。

同
十
年
三
月
二
十
H
大
衆
必
よ
白
川
火
、
延
総
一n
m

↑
延
焼
五
十
品

川

市

説

。

こ

の

火

災

は

宥

均

質

H
H
寺
有
法
・
持
念
寺
町
ナ
闘
が
什

家。

-
問
十
一
年
十
二
月
六
日
出
枝
川
よ
白
川
火
、
延
焼
四
球
を
続
出
し
、
夜
間
犯
を
恐
れ
て
柑
出
火
し
た
る
に
凶

間
十
二
年
六
月
抗
日
卯
以
よ
り
出
火
、
延
焼
六

h
h
a
一
十
品

川

家

。

る

。

泊。

一
同
十
二
年
三
月
H
入
日
蝕
九
ヲ
時
、
大
柴
山
地
石
屋
小

同
年
入
且
二
日
来
野
寺
川
よ
り
出
火
‘
延
悦
四
行
九

一
山
崎
よ
り
山
火
、
延
焼
千
山
九
十
四
家
。

十
九
家
。

一
周
年
七
月
八
日
腕
入
q

時
石
坂
足
軒
町
よ
り
出
火
、

(
十
三
)
明
和
の
火
災

i
川
和
川
年
六
月
什
六
日
夜
六

-
延
焼
六
山
七
十
二
家
。

ヲ
字削吋同制本山
μ
品
川
能
且
官
民
五
郎
比
ハ
術
よ
白
川
火
。
袋
(
十
入
)
文
政
の
火
災

l
文
政
六
年
四
用
十
七
日
出
引

宕
ド
町
・
叫
軒
町
・四

γ
木
川
・
森
ド
川
ま

E
延
縦
六
新
道
よ
0
川
火
、
延
焼
行
三
十
九
家
。

η品川家
、
夜
九
ヲ半
時
以
開
閉
火
。

-
(
十
九
〉
天
保
の
火
災

l
天
川
町
二
年
七
月
凶
日
首
相
六
q

同
出
年
二
月
捌
天
徳
院
齢
制
災
。

一
即
時
前
印
刷
川
よ
り
山
火
、
延
焼
行
二
一
十
家
。

(
十
四
u
m
A
永
の
火
災
|
安
氷
入
年
五
月
什
五
日
大
栄
同
三
年
二
月
H
=一
M
M
山
由
九
ヴ
牢
時
上
お
町
よ
り
出
火
、

犯
よ
り
間
火
、
延
焼
川
六
十
九
家
。

一
延
焼
七
十
俄
'
致
。

(
十
出
〉
天
明
の
火
災

l
天
川
河
年
六
月
4H
二一日
小
放

同
六
年
二
一
周
」
t
一
日
腕
七
ヴ時
航
安
江
川
よ
り
出
火
、

野

よ

り

出

火

、

延

焼

川

三

イ

六

家

。

束

凶

本

側

苛

別

院

以

ド

延

焼

九

nL一
十
家
。

間
二
年
間
月
七
日
間
古
川
よ
白
川
火
、
延
蹴
山
H

一
間
入
年
三
月
十
六
日
脳
入
。牢
時
公
印
刷
川
よ
り
出
火
、

家

。

延

校

内

散

家

。

間
二
一年
三
月
二
日
上
刷
川
町
よ
り
出
火
、
設
昨
日
川
等
同
イ
ユ一年
出
月
寸
即
日
鍛
治
則
よ
り
出
火
・
延
焼
六

延
銭
円
出
J
l

家
o

-
十
出
家。

同
年
三
月
H
二
日
川
到
新
川
よ
り
川
火
、
延
焼
七
十

-
ハ
二
十
U

弘
化
の
火
災
|
弘
化
二
年
十
月
H
凶
臼
山田
七

除
家
o

q
時
前
杭
郎
、
川
よ
り
山
火
、
延
焼
二
一
I
n
.-
十
八
家
。

円
十
六
)
W
比
政
の
火
災

l
n政
凶
作
三
月
別
日
冊目附
川

間

三
年
凶
月
十
七
日
出
八
q

時
水
車
町
よ
り

出
火
、

m
叫
伽
寺
削
よ
り
川
火
、
延
焼
尚
治
十
一
乱
泊
。
延
焼
「
凶
行
凶
十
二
家
。

(
十
七
〉文
化
の
火
災

l
文
化
泊
年
正
用
十
泊
日
夜
六
同
年
五
月
十
九
日
夜
vI

J
町山刷

安
江
川
よ
り

出
火
、

ヲ時
金
持
城
内
一
一
，
丸
御
殿
よ

O
出
火
、
周
波
八
ヲ
附
延
焼
凶
一
家
。

頃
に
担
っ
て
銃
火
O

ハ
H
一
〉
ぷ
永
の
火
災
|
ぷ
永
一
苅
年
間
用
十
七
日
出
町

間
六
年
二
一HA
-一
日
強
七
J
町
大
衆
抱
住
友
衛
門
町
よ
よ
り
出
火
、
延
焼
二
川
十
八
家。

カ
シ

魚
邸
町
か
ら
則
火
.
焼
亡
百
二
十

『
軒。

廷
の
年
山
巾
温
山
市
の
湯
原
大
牢
焼
亡
。

ハ
六
〉
平
和
の
火
災
1
平
和
ご
年
十
二
月
初
日
腕
九
q

過
大
山
川
寺
氷
川
か
ら
山
火
.
七
ぷ
昨
鋲
火
。

岡
三
年
二
月
H
五
日
朝
六
ッ字
、
滞
郎
表
土
以
よ
り

ヨ
〈。
目見
y

(
七
〉
文
化
の
火
災

1
文
化
元
年
七
且
什
六
日
組
制
吉

崎
よ
白
川
火
、
加
創
世
間
耐
に
移
娘
、
抗
原
村
に
飛
火

し
て
悉
〈
之
を
焼
い
た
。

同
四
年
九
且
九
日
腿
入
ヲ
牢
時
下
安
江
川
よ
り
出
火
、
一
一間
四
年
三
M
十
二
日
航
地
村
径
一山
幸
よ
り
出
火
、
開
山

延
焼
六
十
依
家
。

一
銭
四
十
戸
。

同
六
年
正
且
九
日
朝
七
ッ時
十
間
町
よ
り
出
火
、
在

一
同
五
年
二
且
官
三
日
山
中
村
山
火
、
町間続

U
十
泊
折
、

鋭
一
円
三
十
四
家
。

一
一
m
m
欽
も
亦
災
に
繰
っ
た
。

カ

ジ

火

事
ハ
大
紫
寺
川
川
〉
大
山
哨
寺
及
び
岡
部
川
内

一
同
入
年
六
月
H
九
日
政
地
村
火
災
、
知
総
日
二
一
判
。

に
於
け
る
火
災
の
主
な
る
も
の
は
俗
ね
左
の
如
〈
で

一
(
入
〉
文
政
の
火
災

l
文
政
六
年
十

一
且
一
一
-
日
山
中
茶
日
間

あ
る
o

一
村
出
火
、
大
牢
焼
亡
。

円
一
)
元
般
の
火
災

l
元
旅
六
年
七
且
十
四
日
午
刻
大

一
円九
U

天
保
の
火
災
|
天
保
元
年
五
n
=
一
日
腿
七
4

牢

担
寺
町
内
m
入
右
衛
門
家
の
俗
飽
か
ら
火
を
失
し
、
一
大
州
市
寺
永
川
よ
り
出
火
‘
類
焼
三
十
俄
折
。

務
郎
を
続
き
、
迭
に
上
一
刷
m
村
に
及
ん
だ
。

一
同
二
年
九
且
山
村
焼
失
、
両
日
制
以
上
に
及
ぶ
。

三
一
〉
享
保
の
火
災
!
事
保
十
四
年
四
月
刑
九
日
夜
子

一
周
年
十
』
入
H
m
九
心
十
時
大
地
寺
下
荒
川
よ
o
m

刻
中
新
道
消
滅
屋
久
兵
術
か
ら
出
火
し
、
銀
日
民
中

一
火
、
飢
餓
H
三
析
。

刻
に
主
っ
て
止
ん
だ
。

一
同
八
年
二一月
H
六
日
永
川
よ
り
出
火
、
矧
鍛
七
十
六

〈
-
=
〉
質
問
の
火
災
l
質
問
八
年
二
月
二
十
日
夜
川
人

一
制
。

沼
産
筏
右
山
間
門
か
ら
出
火
し
、
類
焼
二
一内
叫
制
的
。

一
門」
t
u
泌
永
の
火
災
|
泌
氷
元
年
治
且
十
八
日
間
小
山

間
十
年
二
且
七
日
夜
子
刻
中
新
選
か
ら
出
火
、
焼
亡

一
向
よ
り
出
火
、
開相続
H

一
判
。

千
二
一
向
俄
患
に
及
び
、
八
日
反
の
刻
銀
っ
た
。

一
同
四
年
十
且
二
十
日
目
性
院
座
制
政
・
明
訂
鉄
総
欠
。

同
年
五
且
什
一
白
金
田
国
寺
が
焼
け
た
。

一
〈
十
一
〉
公
放
の
火
災
|
安
政
六
年
七
且
十
三
日
小
品

円
四
〉
安
永
の
火
災
|
安
永
二
年
三
月
朔
臼
扇
附
新
町

↑
一川
よ
り
川
火
、

類
焼
二
十
品川判。

か
ら
m
火
、
銭
七
q
時
よ
り
同
牢
時
に
及
び
、
総
亡

一
円
十
一
一
)
市
山
維
の
火
災

l
必
娃
-
冗
年
七
且
十
六
日
山
村

四
十
九
軒
0

・

一一
円
帥刑
判
俄
失
。

同
三
年
十
且
一
点
日
夜
入
ッ
字
下
新
川
よ
り
出
火
、
鋭

一
同
年
九
月
臼
一千

E龍
村
よ
り
出
火
、
知
能
川
十
依

』ア
、、
-

I

、正
1

・0

一
叫d10

r
T
ノ
J
I
F
ノ
前
午

一

円
五
〉
宛
政
の
火
災

l
寛
政
入
年
四
且
六
日
腕
七
ヲ
時

一
同
年
十
月
十
四
日
誌
七

4

時
別
大
似
苛
氷
川
よ
り
出

六
七

ーーーさ'"


